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１ 検討体制 
 

稲城市介護保険運営協議会委員名簿（敬称略） 

（任期：令和３年（2021年）10月１日から令和６年（2024 年）９月 30日まで） 

 

区分 役職 名 前 選出区分 

１ 会長 内藤 佳津雄 学識経験者 

２ 
副会長 

（Ｒ5.6.20～） 
時田 英紀 歯科医会 

３ 委員 林 正美 公募委員 

４ 委員 白鳥 順子 公募委員 

５ 委員 狩野 和枝 民生・児童委員協議会 

６ 委員 山本 元子 みどりクラブ連合会 

７ 

副会長 関根 秀明（～Ｒ５.６.19） 

医師会 

委員 門松 拓哉（Ｒ５.６.20～） 

８ 委員 江口 浩子 薬剤師会 

９ 委員 

石井 律夫（～Ｒ５.６.29） 

社会福祉協議会 

川島 幹雄（Ｒ５.６.30～） 

11 委員 小林 三枝 

居宅介護支援事業者等連絡会 

12 委員 吉田 慶二郎 

13 委員 露木 拓也 介護保険施設 

10 委員 

小林 啓子（～Ｒ５.３.31） 

南多摩保健所 

岡田 美保（Ｒ５.４.１～） 
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２ 検討経緯 

稲城市介護保険運営協議会の検討内容 

回数 開催時期 テーマ 

第１回 
令和５年 

５月 26日 

１ 通所Ｃを紹介する動画について 

２ 令和４年度地域包括支援センター実績報告について 

３ 令和５年度地域包括支援センター活動計画について 

４ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の分析結果について 

５ 稲城市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第９期）策定について 

第２回 
令和５年 

６月 28日 

１ エンディングに向けた調査結果について 

２ 在宅医療及び認知症施策について 

３ 各地域包括支援センターによる介護予防に関する考察について 

４ 高齢者人口の推移と将来見込みについて 

５ 見える化システムによる地域分析結果について 

第３回 
令和５年 

７月 26日 

１ 高齢者の日常生活と介護予防に関する調査について 

２ 計画における基本理念・基本原則について 

３ 10地区別の総人口と高齢者人口の推移と今後の見通しについて 

４ 稲城市介護保険事業計画（第８期）目標指標一覧について 

５ ロジックモデルを活用した第８期計画の整理について 

６ 通所Ｃの利用後、通所Ａを利用せざるを得ない事例が多々生じるとい

う課題への対応について 

７ 第９期計画の家族支援事業について 

第４回 
令和５年 

９月７日 

１ 在宅介護実態調査の分析結果について 

２ 風水害時のマイタイムライン作成の必要性が高い高齢者数の把握につ

いて 

３ 標準的な急変時ルールの作成と活用について 

４ 地域包括支援センターの機能強化について 

５ 稲城市高齢者の入居施設に関するアンケートの結果について 

第５回 
令和５年 

10月４日 

１ 令和５年度稲城市介護サービス事業所物価高騰等緊急対策給付金につ

いて 

２ 軽度認知症の人の幸福感が低いという課題について 

３ 第９期計画期間に向けた一般介護予防事業の方向性について 

４ 第９期計画期間に向けた生活支援体制整備事業の方向性について 

５ 稲城市介護保険事業計画（第８期）給付費等報告について 

６ 稲城市介護保険事業計画（第９期）給付費等推計について 

第６回 
令和５年 

11月 16日 

１ 稲城市介護保険事業計画（第９期）給付費等推計について 

  （人口、認定者数、サービス見込み量、介護保険料等） 

２ 第９期介護保険事業計画の中間とりまとめについて 
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回数 開催時期 テーマ 

第７回 
令和５年 

12月４日 

１ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第９期）素案について 

２ 市民懇談会について 

第８回 
令和６年 

２月５日 
市民懇談会開催 

第９回 
令和６年 

３月 22日 

１ 市民懇談会及び市民意見公募における意見等について 

２ 稲城市地域包括ケア計画（稲城市高齢者福祉計画（第４次）・稲城市介

護保険事業計画（第９期））について 

３ 稲城市介護保険条例の一部を改正する条例等について 

４ 在宅医療・介護連携推進事業等について 

５ 第２回地域のつながりフォーラムの実施について 

６ 生活援助型スタッフ研修の実施について 
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３ 市の介護保険制度の歩み 

（１）市の基礎データ 

 ① 年齢３区分別人口および高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 高齢者人口の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

③ 要支援・要介護認定者の推移 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市の給付費と介護保険料の推移については、P192 図表４-36 参照 
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（２）各期における主な取組み 

区分 市の主な取組み（＜ ＞内は元号） 
介護保険法の動き＊ 
（ ）は関連する動き 

第１期 

平成 12 年度（2000 年度） 

～平成 14 年度(2002 年度)  

■介護保険料（基準月額 3,000円） 平成 12年 4月 

介護保険法施行 

・社会保険方式の採用 

・選択と契約による制度 
〇徘徊高齢者家族支援サービス事業開始 
〇介護相談員派遣事業開始         
＜13＞ 

第２期 
平成 15 年度（2003 年度） 

～平成 17 年度（2005 年度) 

 
 
 
 

■介護保険料の改定（基準月額 3,300円へ）  

 

（高齢者介護研究会「2015 年の

高齢者介護」提言） 

 

（「痴呆」から「認知症」へ 

呼称の変更） 

 

〇特別養護老人ホームひらお苑 70 床増築 
〇多摩南部成年後見センター開設 
〇地域展開型転倒骨折予防事業開始 
〇生活支援ハウスどんぐり開設、認知症高齢者

グループホームやまもも 開設    
＜15＞ 

〇マシンを使った筋力向上トレーニング事業開
始 

＜16＞ 

〇地域型認知症予防グループ活動事業(介護予防
推進モデル地区事業）実施 

〇介護支援ボランティア保険料控除の特区提案 
＜17＞ 

【「介護のまちづくり特区等」提案】 
――市の発案で近隣自治体 15 団体によ

る、特養の過剰整備抑制の仕組みの創
設。「サテライト特養」特区の提案の
採用 

第３期 
平成 18 年度（2006 年度） 
～平成 20 年度（2008 年度) 

 
 
 
 
 

■介護保険料の改定 
(基準月額 4,400円へ、普通徴収８期から９期
へ) 

平成 17年改正（平成 18年 4月

施行） 

明るく活力ある超高齢社会の構築、

制度の持続可能性、社会保障の総

合化 

・予防重視型システムへの転換 

-介護予防給付の創設・介護予防事

業、地域支援事業 

・施設給付の見直し 

・新たなサービス体系の確立（地域密

着型サービスの創設、地域包括支援

センターの創設等） 

・サービスの質の確保向上 

〇介護保険地域支援事業の創設（特定高齢者施
策、 
一般高齢者施策、包括的支援等)   

＜18＞ 

〇地域包括支援センター開設（ひらお苑・いな
ぎ苑) 

〇介護支援ボランティア制度試行実施    
＜19＞ 

〇介護支援ボランティア制度開始 
〇認知症サポーター養成事業開始 
〇地域包括支援センターの増設(いなぎ正吉苑)
＜20＞ 
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区分 市の主な取組み（＜ ＞内は元号） 
介護保険法の動き＊ 
（ ）は関連する動き 

第４期 
平成 21 年度（2009 年度） 
～平成 23 年度（2011 年度) 

 
 

■介護保険料所得段階の見直し 
(基準月額は 4,400円、６段階から８段階へ) 

平成 20年改正（平成 21年 5月

施行） 

介護サービス事業者の法令遵守と介

護保険事業運営適正化 

・介護サービス事業者の法令遵守等の

業務管理体制の整備 

-休止・廃止の事前届出制、休廃止時

のサービス確保の義務化等 

 

 

 

（東日本大震災） 

〇地域介護予防活動支援事業の開始（押立の家）
＜22＞ 

〇地域介護予防活動支援事業の充実 (大丸憩い
の家) 

〇やのくち正吉苑(小規模多機能・認知症高齢
者グループホーム等)開設        

＜23＞ 

第５期 
平成 24 年度（2012 年度） 
～平成 26 年度（2014 年度) 

 
 

〇地域介護予防活動支援事業の充実(平尾 20 ク 
ラブ)  

〇地域包括支援センターの増設(こうようだい)
＜24＞ 

平成 23年改正（平成 24年 4月

施行） 

地域包括ケアシステムの構築に向けた

取組の推進 

1 医療と介護の連携強化等 

2 介護人材確保とサービスの質向上 

３高齢者の住まいの整備等 

４認知症施策の推進 

5 保険者による主体的な取組の推進 

6 保険料の上昇の緩和 

〇地域包括支援センターの名称変更(ひらお、エ
レガントもむら、やのくち) 

〇介護保険料のコンビニエンスストア収納の開
始及びモバイルレジ機能の追加 

〇摂食・嚥下機能支援推進事業の開始    
＜25＞ 

〇みんなの家稲城長沼(小規模多機能、認知症高
齢者グループホーム)開設 

＜26＞ 

第６期 
平成 27 年度（2015 年度） 
～平成 29 年度（2017 年度) 

 
 
 
 
 

■介護保険料改定 
(基準月額 4,800円、７段階から９段階へ) 

平成 26年改正（平成 27年 4月

等施行） 

地域包括ケアシステムの構築と費用負

担の公平化 

・地域支援事業の充実 

-在宅介護・医療連携、認知症施策

の推進等 

・予防給付の一部（予防訪問介護、

予防通所介）を地域支援事業に

移行 

・特養入居者の中重度への重点化 

・低所得者へ保険料軽減拡充 

・一定以上の所得のある利用者の自

己負担割合を 2 割に引上げ 

・補足給付の要件資産等を追加 

〇総合事業の開始 
・生活支援コーディネーターの配置(第一層)及び

生活支援・介護予防サービス協議体(第一層、
第二層)の設置 

〇いなぎ在宅医療介護相談室の開始 
〇認知症支援コーディネーターの配置(２人) 
〇地域介護予防活動支援事業充実(長峰木曜会)
＜27＞ 

〇介護保険料ペイジー口座振替受付サービスの
導入 

〇在宅医療支援病床確保事業の開始 
〇認知症ケアパスの作成 
〇生活支援コーディネーターの配置(第二層) 
〇地域リハビリテーション活動支援事業の開始 
〇通いの場支援補助金(地域介護予防活動支援事

業補助事業)の開始         
＜28＞ 

〇介護支援ボランティア制度 10 周年記念事業
の実施 

〇看多機かえりえ平尾(看護小規模多機能等)開
設 

〇たんぽぽの郷(小規模多機能、認知症高齢者グ
ループホーム)開設 

〇認知症初期集中支援チームの設置 
〇「平成 29 年度 保険者シート試行導入」 
＜29＞ 
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区分 市の主な取組み（＜ ＞内は元号） 
介護保険法の動き＊ 
（ ）は関連する動き 

第7期 
平成 30 年度（2018 年度） 
～令和２年度（2020 年度) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■介護保険料の改定 
(基準月額 5,200円、9段階から 12段階へ)  

平成 29年改正（平成 30年 4月

施行） 

地域包括ケアシステムの深化・推進と

制度の持続可能性確保 

・自立支援・重度化防止に向けた保険
者機能強化の取組みの推進 

 -財政的インセンティブ付与の規定整
備 

・医療と介護の連携の推進等 

-介護医療院の創設 
・地域共生社会の実現に向けた取組
みの推進 

-共生型サービスを創設 
・利用者の自己負担割合を３割に引
上げ 

・介護納付金の総報酬割導入 
 
（新型コロナウイルス感染症の拡大）  

〇介護認定審査会において簡素化の運用を開始 
〇JR 南武線高架下に生活支援サービス拠点東長

沼開設 
〇都民住宅の空室に生活支援サービス拠点向陽

台開設 
〇介護人材・生活援助従事者育成研修の実施 
〇オレンジカフェ矢野口（認知症カフェ）の開        

催 
＜31＞ 

〇スマートフォン決済アプリを利用した介護保
険料収納サービスの提供を開始    

＜02＞ 

第８期 
令和３年度（2021 年度） 
～令和５年度（2023 年度) 

 

 

 

 

 

 

 

■介護保険料の改定 
(基準月額 5,400円)  

令和２年改正（令和３年 4月施

行） 

地域共生社会の実現を図るための地

域住民の複雑化・複合化した支援ニ

ーズに対応する包括的な福祉サービ

ス提供体制の整備 

・地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する市町村の包括的な

支援体制の構築の支援 

-重層的支援体制整備事業の創設 

・地域の特性に応じた認知症施策や

介護サービス提供体制の整備等の推

進 

・医療・介護のデータ基盤の整備の推

進 

・介護人材確保及び業務効率化の取

組の強化 

・社会福祉連携推進法人制度の創設 

 

〇グループホーム稲城わかば（認知症高齢者グル

ープホーム）開設 

〇若葉台地区に多世代交流型サロン「ハートハウ

スサロン」開設 

〇認知症ケアパスの更新 

〇在宅医療施策担当者連絡会の開始 

〇ICT を活用した高齢者の見守り導入 

＜03＞ 

〇通所 C を紹介する動画・パンフレットの作成 

〇地域包括支援センターへの事務職の配置 

〇オレンジカフェ向陽台（認知症カフェ）の開催 

〇若年性認知症を知るためのイベント開催 

〇稲城市在宅医療介護連携マップの更新及び稲

城市在宅医療・介護連携事業所等一覧との一体

化 

〇稲城市民のための訪問診療医ガイドの発行 

〇南多摩圏域在宅医療窓口合同連絡会への参加 

＜04＞ 

〇市主催の介護予防ケアマネジメント研修の 

開催 

〇認知症施策連絡会の開催 

＜05＞ 

介護保険法の動きについては、厚生労働省ホームページより  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.

html 
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４ 介護保険「保険者シート」 

令和２年度決算版 
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217 

 

  

令和３年度決算版 
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５ 用語集 
 

この用語集の内容は、本計画を理解する上での参考となるように分かりやすくまとめたものであり、必ず

しも用語の定義を厳格に定めたものであるとは限りません。 

あ 

ICT（Information and Communication Technology） 

ＩＣＴは、コンピュータを使った情報処理やインターネット等を活用した通信技術の総称であり、今後介護

分野では、業務支援や情報連携はもとより、移動・排せつなどの介護支援、見守り・コミュニケーション支援、

さらにデータ活用による科学的な介護等が期待されています。 

 

アウトカム 

何かを行ったことによって生じた結果や成果を意味します。本計画においては、施策等を行ったことにより

どういった状態になるか、あるいはどういった状態を目指すかという、結果としての状態をアウトカムと表現し

ています。 

 

アウトリーチ 

支援が必要な方に対して必要な支援につながるように積極的に働きかけることや、様々な形で必要な人

に必要なサービスや情報を届けることを意味します。 

 

アセスメント 

事前評価、初期評価のことです。福祉分野においては、利用者が直面している問題や状況の本質、原因、

経過、予測を理解するために、援助活動に先だって行われる一連の手続きを言います。 

 

稲城市居宅介護支援事業者等連絡会 

介護保険サービス提供事業者や高齢者の生活に関わる様々な事業者が集まり、介護に関する専門知識

の研修や、情報共有を行っています。市内・市外やサービス種別・立場を問わず連携して高齢者を支えるこ

とを目的としており、事業者同士の顔の見える関係作りの場になっています。 

 

か 

介護サービス相談員 

介護サービスを提供している施設等を訪問し、利用者やその家族から介護サービスに関する疑問や困り

ごとなどを聴き、問題解決に向けて利用者、サービス提供事業者、行政との橋渡しを担う役割の人々です。 

 

介護支援ボランティア制度 

介護支援を目的に、元気な高齢者が身近な地域で行う活動の中で、福祉施設等でボランティア活動を

行うボランティア制度を指します。市では、介護支援ボランティア活動実績に応じて評価ポイントを付与し、そ

のポイントを換金することによって実質的に保険料負担を軽減するシステムとしています。 
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介護保険給付準備基金 

介護保険に係る保険給付その他の事業を行うための経費の財源に不足を生じた時に備え、市が積み立

てている基金のことです。 

 

介護保険施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院のことで、介護保険法に

基づいて指定を受けた施設のことを言います。要介護認定を受けた被保険者が利用可能です。 

 

介護離職ゼロ 

「一億総活躍社会」に向けた取組のうち、「安心につながる社会保障」に関連する取組の一環として、

2020年代初頭までに家族の介護を理由とした離職の防止等を図るべく、必要な介護サービスの確保と

働く環境改善・家族支援を両輪としての取り組みです。 

 

課税年金収入額 

国民年金や厚生年金など、市民税の課税対象となる年金収入額の合計のことです。障害年金・遺族年

金・老齢福祉年金は含まれません。 

 

基本チェックリスト 

介護予防が必要な方を把握するために行うチェックリストです。介護の原因となりやすい生活機能低下

の危険性の有無という視点で、運動、口腔、栄養、物忘れ、うつ症状、閉じこもり等の 25項目について回答

します。 

 

協議体 

地域支援事業の生活支援・介護予防の体制の整備にあたり、市が主体となり、生活支援コーディネータ

ーと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、地域のニーズの発掘や多様な主体への働きか

け、関係者との連携、担い手養成やサービスの開発などの連携を行うネットワークです。 

 

居宅介護支援事業者 

利用者の意向を踏まえて居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、個々のサービス事業者との調整を行

う事業者のことです。 

 

居宅サービス 

自宅介護を中心にしたサービスのことを言います。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与および特定福祉用具販売のサービスがあります。 

 

ケアプラン 

介護保険サービスの利用にあたり、どのようなサービスをいつ、どれだけ利用するかを決めるため、要介

護者や家族の希望を取り入れて主にケアマネジャーが作成する具体的なサービス計画のことです。 
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ケアマネジメント 

介護保険その他の保健・医療・福祉にわたるサービスを、総合的・一体的・効率的に利用できるよう支援

するサービス提供の手法です。 

 

ケアマネジャー（ケアマネ／介護支援専門員） 

要支援、要介護者からのケアプラン等の相談に応じ、利用者の状況、希望、心身の状態等に考慮し、適切

なサービスを利用できるよう、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う専門職

です。 

高額介護サービス費 

要介護者が居宅サービスや施設サービスを利用して、支払った自己負担額が一定額を超えた場合に超

過分が払い戻される介護給付を言います。超過分が払い戻されることにより、負担が一定額を上回らない

よう自己負担額の軽減が図られます。 

 

口腔ケア 

歯みがきによって口の中を清潔に保つことだけでなく、食べたり飲み込んだりすることや会話を楽しむこと

など、口のあらゆる動きを維持・回復するための包括的なケアのことです。要介護高齢者に対する口腔ケア

の主な目的は、「誤嚥性肺炎」「口腔の乾燥」「口腔機能の低下」を予防することです。 

 

さ 

サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者世帯に対して、医療・介護・住宅が連携した安心して生活できる住まいの供給を促進するため、バ

リアフリー構造や高齢者を支援するサービスを備えた住宅です。改正高齢者住まい法により、平成 23

（2011）年 10月より都道府県知事への登録制度が創設されました。 

 

財政安定化基金 

予定していた保険料収納率を下回ったり、保険給付費が見込み以上に増大したりするなどして介護保険

財政に不足を生じた場合に、市町村に対して資金を交付または貸与して財政の安定化を図る基金のことで

す。 

 

財政的インセンティブ（保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援金） 

自立支援や介護予防などで成果を上げている市町村や、それを支援する都道府県を評価し、国から交

付金を交付するというものです。 

 

作業療法士（ＯＴ） 

「こころ」と「からだ」のリハビリテーションを通じて生活を支える生活行為（日常の身の回りの作業や家

事などの生活を維持するための作業、仕事などの生産的な作業など）に関する専門家です。 
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施設サービス 

介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービスおよび介護医

療院サービスを言います。 

 

住所地特例 

介護保険施設等に入所することによってその施設等の所在地に住民票を移した被保険者を、住所変更

以前の住所地である市町村の被保険者とする特例措置のことです。 

 

主治医意見書 

要介護認定に必要な書類で、本人の心身の状態や介護に関する意見等について、主治医の所見を記し

たものです。 

 

自立度 

「認知症高齢者の日常生活自立度」のことで、高齢者の認知症の程度を踏まえた日常生活自立度を表

すものです。介護保険制度の要介護認定では認定調査や主治医意見書でこの指標が用いられており、要

介護認定における審査判定の際の参考として利用されています。 

 

人生会議（ACP） 

「人生会議」とは、アドバンス・ケア・ プランニング（Advance Care Planning）の愛称で、人生の最終

段階に向けて、自分が大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、自ら考

え、また、信頼する人たちと話し合うことを言います。愛称が決まった平成 30（2018）年 11月 30日（い

い看取り・看取られ）は、人生会議の日とされており、一生の最終段階における医療・ケアについて考える日

とされています。 

 

成年後見制度 

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を、家庭

裁判所により選任された成年後見人等が行う制度のことです。 

 

摂食・嚥下機能 

食物が認知され、口腔、咽頭、食道を経て胃に至るまでのすべての過程における機能の総称です。 

 

た 

第１号被保険者 

65歳以上の方を指します。 

 

第２号被保険者 

40歳から 64歳までの方のうち、医療保険に加入している方を指します。 
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第三次稲城市保健福祉総合計画 

平成 30（2018）年度から令和５（2023）年度までを計画期間として、「地域で支え・自立生活を支援

する地域福祉」のもと、「高齢者」「障害者」「子ども」「保健医療」の各分野について、様々な事業を位置づ

けています。 

 

タッチポイント 

一般的には企業等が提供するサービスや商材と顧客が接する機会を意味する言葉ですが、本計画にお

いては、本市が提供する事業等と高齢者の接点やつなぐ役割となり得る人・場所・モノ等を意味します。 

 

団塊ジュニア世代 

昭和46（1971）年から昭和49（1974）年にかけての第二次ベビーブームの生まれの世代を指します。

令和22（2040）年には団塊ジュニア世代が65歳以上になることから、今後人口の高齢化のさらなる進展

が見込まれています。 

団塊の世代 

昭和22（1947）年から昭和24（1949）年にかけての第一次ベビーブームで生まれた世代を指します。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、地域住民一人

一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。 

 

地域ケア会議 

専門多職種と関係者、地域住民の協働のもと、個別ケースの支援について検討を積み重ねることによっ

て地域課題を共有し、その解決に向けて関係者のネットワーク構築や資源開発、施策を図っていくための会

議です。 

 

地域包括支援センター 

公正・中立な立場から、「介護予防ケアマネジメント」「総合相談・支援」「権利擁護」「包括的・継続的ケ

アマネジメント」を担う中核機関として設立されている機関です。保健師・経験のある看護師、主任ケアマネ

ジャー（主任介護支援専門員）、社会福祉士を配置し、専門職の協働によって業務を展開しています。 

 

地域密着型サービス 

要支援者や要介護者が住み慣れた地域で生活を継続することを支えるため、日常生活圏域の単位で提

供されるサービスを言います。①小規模多機能型居宅介護、②夜間対応型訪問介護、③認知症対応型通

所介護（認知症高齢者専用デイサービス）、④認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホー

ム）、⑤小規模（定員 30人未満）介護老人福祉施設、⑥小規模（定員 30人未満）特定施設入居者生活

介護、⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護、⑧看護小規模多機能型居宅介護、⑨地域密着型通所介

護があり、サービス基盤の整備状況に応じて市町村が事業者の指定および指導・監督を行います。利用者

は、原則として当該市町村の被保険者に限られます。 
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特定入所者介護サービス費 

介護保険サービス（介護保険施設、ショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護））を利用す

る所得の低い方を対象に「食費」と「居住費（滞在費）」について負担限度額を設け、施設には平均的な費

用（基準費用額）と負担限度額との差額を補う補足給付です。 

 

な 

二次保健医療圏 

入院ベッドが地域ごとにどれだけ必要かを考慮して決められる医療の地域圏です。厚生労働省が医療

法に基づき定めています。南多摩医療圏は、稲城市・八王子市・町田市・日野市・多摩市で構成されていま

す。一般的に一次医療圏は市町村、三次医療圏は都道府県全域を指します。 

 

認知症カフェ 

認知症の人やその家族、地域住民、専門職などが気軽に集い、情報交換や相談、認知症予防や症状の

改善を目指した活動ができる場所です。 

 

認知症サポーター 

地域や職域・学校などで認知症の基礎知識やサポーターとして何ができるかなどについて学ぶ「認知症

サポーター養成講座」を受講した人であり、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守

り支援する役割を持っています。 

 

認知症疾患医療センター 

認知症の鑑別診断、身体合併症への対応、専門的な相談の実施を行うとともに、かかりつけ医等への医

療研修、地域の医療機関や介護施設等の関係者との連携を行う医療機関です。認知症に関わる地域の医

療機能の中核機関として機能しています。 

 

認知症施策推進大綱 

これまでの認知症施策をさらに強力に推進するため、令和元（2019）年に認知症施策推進関係閣僚会

議で取りまとめられました。認知症の人が家族とともに地域で暮らすための「共生」と、認知症の発症を遅

らせ認知症になっても穏やかに暮らせるような視点からの「予防」のための施策を推進し、認知症になって

も安心できる認知症バリアフリー社会の実現に向けて、次の５つの柱に沿った施策を推進することが謳われ

ています。 

①普及啓発・本人発信支援 ② 予防 ③ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人の社会参加支援 ⑤ 研究開発・産業促進・国際展開 

 

認知症初期集中支援チーム 

認知症の発症後、できる限り早い段階で地域での生活について可能な限り維持できるようにするための

初期集中支援を包括的に提供するチームです。認知症サポート医の他複数の専門職により構成されます。 
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認定調査員 

要介護認定または要支援認定を受けようとする被保険者を訪問し、心身の状況や置かれている環境等

について調査する者のことです。 

 

は 

ふれあいセンター 

稲城市社会福祉協議会が設置し、地域のボランティアが運営する地域活動の拠点です。誰もが立ち寄

れる「地域の縁側」として、バスハイク・映画上映会・お花見・茶話会・カラオケなどの様々なイベントを行っ

ています。 

 

フレイル 

老年医学分野で使用する「Frailty」の日本語訳で「虚弱」や「老衰」、「脆弱」を意味します。フレイルは、

厚生労働省報告書では「加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患

の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介

入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とされており、健康な状態と日常生活でサポートが

必要な介護状態の中間を意味します。 

 

保険者シート 

介護保険「保険者シート」は、介護保険の保険者が保有する既存の公表データを利用して、実施状況を

簡易に表すシートであり、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団の「大都市における地域包括ケアを

つくる政策研究会」において、メンバーである市の提案により、開発されました。 

保険者がこのシートを数年作成することにより、時系列分析が可能になる他、他の保険者のシートとの比

較により地域間比較も可能になり、保険者の位置や進むべき方向が分かることが期待されています。 

 

ま 

マスアプローチ 

不特定多数（限りなく多くの人）へのアプローチ手法。本計画においては、各自が何らかの行動をするこ

とを促すために個別でないより多くの高齢者に施策等の情報やサービスを提供することを意味する。 

 

みどりクラブ 

おおむね 60歳以上の方を対象に、軽スポーツ活動や趣味活動など、会員相互の親睦を深める活動を

行うグループ（老人クラブ）です。市内各地域で 12のクラブが活動を行っています。 

 

や 

要支援・要介護状態 

「要支援状態」とは、身体上もしくは精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活にお

ける基本的な動作について、一定期間にわたり継続して常時介護が必要される状態の軽減もしくは悪化の
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防止のための支援が必要と見込まれる状態であり、支援の必要の程度に応じて、要支援状態区分のいず

れかに該当するものを言います。 

「要介護状態」とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活にお

ける基本的な動作について、一定期間にわたり継続して常時介護が必要と見込まれる状態であり、介護の

必要程度に応じて、要介護状態区分のいずれかに該当するものを言います。 

 

ら 

理学療法士（ＰＴ） 

生活を支える運動と活動の専門家です。病気・障害の身体を元気にするように努め、身体の基本的な動

作をよくして、日常動作を楽に・円滑に改善させ、社会活動・行事参加促進をサポートします。 
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